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は じめ に

ガ ッ トの 枠 組 に お い て,と れ ま で7回 の ラ ウ ン ドに お け る交 渉 に よ り,関

税 引 下 げ 及 び非 関 税 措 置 の 削 減 に よ る貿 易 自 由化 が 行 わ れ て き た。 関 税 引 下

げ は譲 許 表(関 税 率 表)変 更 の た め の条 約 の 締 結,1)ま た 非 関 税措 置の 削 減 は新

た な各 種 協 定2)の 締 結 等 に よ り実 施 さ れ る。 これ らは,言 わ ば ガ ッ トの 立 法 活

動 の 所 産 で あ る。 この よ うな ガ ッ トに よ る貿 易 自 由化 に もか か わ らず,最 近 の

厳 しい世 界 経 済 状 況 の な か で は,諸 国 の保 護 主 義 が 高 ま る と と もに,貿 易 摩 擦

と呼 ば れ る現 象 が 生 じて い る。 この よ うな 時代 には,立 活 活 動 と対 比 され る ガ

原稿受領 日1984年11月13日

本稿は,昭 和59年 度科学研究費補助金奨励 研究119を 利用 した研 究の成 果の一 部であ

る。
1)た とえば

,「関税及び貿易 に関す る一般 協定 に関す るジュネーヴ議定 書(1979年)」

(昭和55年 条約第6号)。
2)た とえば

,補 助 金及び相殺措置に関する 「関税及び貿易に関す る一般協定第6条,

第16条 及び第23条 の解 釈及び適用に関する協定 」(昭和55年 条約第8号)。(以 下 「補

助金 協定 」とい う。)
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ッ トの 「司 法機 能(紛 争 処 理)が 期 待 され る」31と言 わ れ て い る。

ガットの司法機能が最 もよく発揮されるのは,関 税及び貿易に関する一般協

定(以 下 「一般協定」という。〉第23条 第2項 級 び東京ラウ・ドにおいて雛 さ批 翻

定の規定5)に 基づ く紛争処理手続で,小 委員会(pane1)を 設置 して行 うもので

ある。1980年 代に入 ってか らの小委員会手続の利用状況を示すのが次頁に掲げ

る表16}で ある。

この表に掲げられている紛争事件数は23件であるが,こ れ らは小委員会の設

置が報告されているものだけであり,他 にも同 じ時期に理事会へ持ち込まれた

紛争が存在する。(た とえば,1981年 には全部で17件71が 持ち込まれている。)

1948年 から1979年 までに締約国団(ま たは理事会)に 持ち込まれた紛争の数は

93件 とされている8)ことを考えると,ガ ットの紛争処理手続は,80年 代に入り

ますます多用されていると言うことができる。本稿は,そ のようなガットの紛

争処理手続の実態を明らかにするために,輸 出所得税制に関するEC・ 米国間

の紛争を検討す る。 この紛争について一般協定第23条 第1項 に基づいて当事国

間で最初の協議がなされたのは1972年 のことであるが,9}10年以上かかっても紛

争 は解決 しなかった。本稿で特にこの紛争を取り上げるのは,そ の処理に長期

間 を要 していることの他,ガ ッ トの通常の紛争処理例では行われないことが幾

つか行われた点で異例な事案だか らである。

3)治 田 彰 「ガ ッ トに お け る約 束 処理 を め ぐ る諸 問題 」『月刊 ・貿 易 と産 業 』 第22巻

第5号(1981年)50頁 。1

4)同 上53頁 。 拙 稿 「ガ ッ トの 紛 争 処 理 手 続 」 『商 学 討 究 』第34巻 第2号(1983年)109

頁 。

5)拙 稿
,前 掲 注4)114頁 。

6)GATTAcTlvITIEsIN1979(1980)
,GATTAcTlvITIEsIN1980(1981),

GATTAcTI》ITIEsIN1981(1982),GATTAcTlvlTIEsIN1982(1983),

GATTAcTIvITIEsIN1983(1984),GATTFocusN①28(1984)及 び

GATTFocusNo.31(1984)よ り作 成 。1

7)GATTFocusNo ,9,at4(1981).

8)Hudec
,α477ヱ)ε8ρ 雄 θ8θ観 θ麗 θη診4伽r魏 θZoん ンoRoω ηd'・4η σ頑 η融 θd

B薦`η θs8,13CoRNELLINT噛L]し.J.145,200(1980).

9)Jackson
,跳 θ 諏r`3prω(∫ θπcθoゾ1π ホerπα琵oπα`7『pα(9θ,71ゐθD」βCC㍑3e加

GA77～72AM.J.INT'LL.747,761(1978).
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表1

小委員会
設 置 時 申 立 国 被 申立国 紛 争 事 件

1 80年1月 米 国 ス ペ イ ン 大豆油国内販売制限措置

2 2月 米 国 日 本 タバ コ製品輸入制限

3 3月 カ ナ ダ 米 国 マ グロ及びマグロ製 品の輸入禁止

4 6月 EEC カ ナ ダ 牛肉輸入関税割当

5 6月 ブ ラ ジ ル ス ペ イ ン 妙 って ないコー ヒー豆へ の関税 措置

6 10月 米 国 EEC 英国の家禽輸入規則

7 11月 イ ン ド 米 国 工業用 フ ァスナーへの相殺 関税 賦課

8 81年6月 EEC 米 国 ビタ ミンB12輸 入関税

9 11月 カ ナ ダ 米 国 ある種の自動車 用スプ リング ・アセ ン
ブリーズの輸入 ・販売禁止

10 82年1月 米 国 EEC 小麦粉輸出補助金*

11 3月 米 国 カ ナ ダ 外国投資審査法の施行

12 4月- 米 国 EEC 缶詰桃及び缶詰梨レーズン生産補助金

13 6月 米 国 EEC デューラム小麦パ スタ製品生産補助金*

14 10月 英国(香 港) EEC 韓入数量制限

15 11月 米'国 EEC 地中海諸国産柑橘類産品特恵関税

16 11月 EEC フ ィ ン ラ ン ド 履物底革の輸入に影響する国内規制

17 83年2月 米 国 EEC 政府購入契約価格からの付加価値税の
除外**

18 3月 米 国 日 本 皮革製品の輸入数量制限

19 4月 EEC 米 国 著作権法製造条項,

20 5月 EEC 米 国 エジプ トへの小麦粉輸 出補助金*

21 7月 ニ カ ラグ ァ 米 国 砂糖輸入割当

22 84年3月. カ ナ ダ EEC 新聞用紙免税割当

23 84年10月 フィンラン ド ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 変圧器反 ダンピング税
●

*補 助金及び相殺措置 に関 す る委員会 による小委員会 設置
**政 府調達 に関す る委員会 による小委 員会設 置

(無印は,理 事会 による小委 員会 設置)
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1.紛 争の対象

(1)米 国 の 国 際 販 売 国 内会 社 制 度

ガ ッ トに お け る輸 出 所 得 税 制 に 関 す るEC・ 米 国 間 の 紛 争 は,1971年 に 米 国

が 国 際 販 売 国 内会 社(DomesticInternationalSalesCorpgration,以 下DISC

と い う。)と い う制 度 を 同 国 の 税 法 典 で あ る内 国 歳 入 法 典(lntemalRevenue

Code,以 下LR.C.と い う。)に 組 み 込 んだ こと10,に 端 を 発 す る。

この制 度 を利 用 す る こ と に よ り,米 国企 業 は,輸 出 に よ る所得 の一 定 の部 分

につ い て課 税 の繰 延 べ が 認 め られ る とい う利益 を受 け る。 この制 度 を利 用 す る

た め に は,DISCと して い くつ か の 法定 要件 を み た す 内国 会 社 を 設立 しな け れ

ば な らな い 。 典 型 的 には,輸 出製 造 業 者 がDISCと して の 要件 を み た すペ ーパ

ー ・カ ンパ ニ ー を 設 立 し
,自 らそ の株 主 とな る。 以 後,親 会 社 で あ る製 造 業 者

は そ の子 会 社 た るDISCに 製 品 を 販売 し,親 会社 に か わ ってDISCが そ の製 品

を輸 出 す る。 そ の輸 出 に よ る所 得 は,直 接DISCに は課 税 さ れ な い。 た だ し,`

そ の所 得 の50%はDISCの 株 主 に 配 当 され た もの とみ な され,株 主 の所 得 と し

て 課 税 さ れ る。 残 りの50%ll}に つ い て は,実 際 に 配 当 され るか 又 はDISCが

清 算 さ れ るか若 し くはDISCと して の 要件 が み た され な くな る まで 課 税 され ず,

ま た配 当 され ず にDISCに 留 保 さ れて い る所 得 を 「製 造 者 貸 付 」(producer's

loans)と して 親 会 社 が 事 実 上,無 税 ・無 利 息 ・無 期 限 で借 り入 れ る こ とが で

き るの で,DISCの 所 得 の50%に 対 す る課 税 は 永久 に繰 り延 べ る ことが 可 能 で あ

る。 さ らに,親 会 社 とDISCの 間 の取 引 は,独 立 当事 者 間 価 格(arm'slength

price)で 行 わ れ る ことが 要求 され な い。12)た だ し,DISCの 利益 は,所 定 の輸

lo)RevenueActof1971
,Pub.L.No.92-178(codifiedatI.R.C。 §§991-97),

1972年1月1日 施 行 。
11)1976年 及 び1982年 の法 改 正 に よ り

,こ の率 に変 更 が あ った。Bretz,(勉rrθ η〃)θ,

σ¢ZoPητθ説 εoη1)01η θ3顔c1漉er乃 α涯oη αZ8αZθsσorporα 翻oπs,9N.C.J.

INT'L&CoM.REG。385,386(1984).DISCが ガ ッ トに お い て 問題 とさ れ た の は

1971年 か らで あ り,こ れ らの 法 改正 は,本 稿 の 内容 に 直接 の 関係 は な い 。
12)親 子 会 社 間 の取 引 と い え ど も

,税 法 上 は原 則 と して 独 立 当 事者 間 価格 に よ らな け れ

ば な らな い と され る(正.R.C.§ 娼2)。
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出 販 売 収 入 の4%ま た は所 定 の輸 出 販売 に よ るDISC及 び その 関 連 会 社 の両 方

の 課 税 所 得 の50%の い ず れ か 多 い方 を越 え る こ とはで き な い。 従 って,DISC

を 利 用 す る こと に よ って 繰 延 べ が 可 能 なの は,親 会 社 か ら見 れ ば,そ の輸 出 所

得 の25%ま で と い う こ と に な る。

DISCの 立 法 目 的 は,米 国 の国 際 収 支 均 衡 の 達 成 の ため の 輸 出 増 加 に あ る と

さ れ て い る。 この制 度 の採 用 に よ り,米 国 は諸 外 国 の 課 税 措 置 に匹 敵 す る制 度

を持 っ こ とに な り,輸 出企 業 の競 争 努 力 に対 す る障 害 が 除 か れ,上 記 の 目的 が

達 成 され る と説 明 され て い る。13}この よ うな 考 え 方 の 背 景 には,米 国 は 全世 界

所 得(worldwideincome)を 課 税 所 得 の 範 囲 と し て い る の で,属 地 主 義

(territorialityprinciple)に 基 づ き切 放 し方 式 に よ り課 税 され る諸 国 の 企 業 に

比 べ,米 国企 業 は税 負 担 面 で不 利 で あ ると い う認 識 が あ る。

DISCは,'い わ ゆ る 「ニ ク ソ ン ・シ ョッ ク」 を 引 き 起 こ し た1971年8月 の

「新 経 済 政 策 」 の 一 部 と して 発 表 され た。 その 直後,ガ ッ トに お い て この政 策

に っ いて 討議 が 行 われ た際 に,カ ナ ダ及 びECは,DISCは 輸 出の 直 接 補 助 金

に あ た り,ガ ッ トの 原 則 に反 す る もので あ る と い う意 見 を表 明 した 。14}DISC税

制 の 施 行 後 のjg72年2月 にECは,一 般 協 定 第23条 第1項 に従 って 米 国 との 協

議 を 要請 した 。151この 後,米 国 は,フ ラ ンス,ベ ル ギ ー及 び オ ラ ンダに 協 議 を 要

請 し,こ れ らの 諸 国 の 税制 にお いて は国 外 子 会社 の利 益 へ の課 税が 免 除 さ れ て

お り,こ れ はDISCと 類 似 して い るの で,DISCが ガ ッ トに反す るの な ら,こ れ

らの 諸 国 の 税制 も同様 で あ る と主 張 した 。16}

(2}7ラ ンス の税 制 工η

フ ラ ン スで は,属 地 主義 の原 則 に基 づ き課 税 が 行 わ れ る ので,フ ラ ンス企 業

正3)StatementbyP
.Volcker,UnderSecretaryoftheTreasuryforMonetary

'Affairs,Hθ αrεπg80π ノ1meη(Jmθπ診s925α πd1009診oH.R.17550Bφ 『ore虚んθ

SeηαεeComπL.oηF`η αηce,91stCong.,2ndSess.,pt.1,9(1970).
14)Jackson

,sω1παnote9,at760.
15)∫d .at761.
16)1d .
17)ベ ルギ ー及びオ ランダの税制にっ いては

,問 題点に関する限 りフランスの税制 と類

似 しているので,本 稿 では省略す る。 フランスの税制 については,GATT,Income

TaxPractice6MaintainedbyFrance,GATTDoc.L/4423(Nov.2,1976)
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はフランス国内源泉所得及び租税条約に基づきフランスにより課税され ると規

定された所得についてのみ課税される。従 って,フ ランス企業の国外支店 ・子

会社等の外甲源泉所得はフランスによっては課税されない。子会社の配当に対

する二重課税を避けるため,子 会社からの受取配当金の95%は 親会社の利益に

算入されない。 フランス会社とその国外の支店,子 会社及び関連会社の間の取

引は,原 則として独立当事者間価格によらな くてはならない。

以上のような属地主義に基づ くフランスの課税措置は,今 世紀初頭以来のも

のである。

2.小 委員会手続

(1}小 委員会の設置

1972年2月 に始められた紛争当事国間の協議では紛争は解決されず,翌 ユ973

年5月 にECはDISCに っいて一般協定第23条 第2項 に基づ く申立を行 った。18)

同様 に米国 もフランス,ベ ルギー及びオランダの税制 にっいて申立を行 った。

翌6月 の理事会においてこの問題が討議 され,米 国はDISC及 び関連のある税

制について一般的検討を行 うことを提案したが,こ の提案は理事会の同意を得

られなか った。そして理事会は,4つ の申立をそれぞれ審査する小委員会を別

々に設置することを決定 した。

小委員会を設置する前に,理 事会が紛争当事国に対 して,協 議を継続するよ

う要言青したり 儲 場 紛潔 一1・)・19憶たはガ・ト事務局長 による調停が試

みられる例 も見られる(た とえば,表1-15の紛争)20'カ ㍉ ・のEC・ 綱 間の紛争につい

てはそのようなことが行われた記録 は見当たらない。

1976年2月 ユ7日,小 委員会の委員の選定につきECと 米国の間で合意があり,

rεpr`η 古θd読GENERALAGREEMENToNTARIFFsANDTRADE,BAslc

INsTRuMENTsANDSELEcTEDDocuMENTs23rdSupP.[BISD23S/]114,

116(1977)に よ る 。

18)GATTAcT正vITIEsIN1973
,at58-59(1974).

19)GATTAcTlvlTIEsIN1979
,at80,83(1980).

20)GATTAcTlv1TIEsIN1982
,at55(1983).
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ガット外部か らの税の専門家2名 を含む5名21,が 選定され,同 一委員が4つ の

別々の小委員会を構成することになった。小委員会の設置決定から委員選定ま

でに2年 半もかか っているが,そ れは次のような理由によるとされている。221

第1に,米 国はDISCが ガットに反するのなら他国の類似税制 もガッ トに反

するという結論が出るように,4つ の小委員会の委員を同一の者 とすることを

望んだことである。

第2に,通 常は小委員会の委員には紛争当事国のそれぞれ と中立の立場にあ

る国のガ ット代表又はそれに準ずる公務員が個人の資格で選定 されるのに対 し,

米国がガット外部か らの専門家を選定することを望んだことである。

第3に,こ の時にECは 米国のDISC法 改正の動きを見守ろうとしていたこ

とである。確かに米国内でDISC法 改正の動きが存在 したが,同 時に,DISCは

他国の税制改正のための交渉の賭札であるという意見も存在 していた。

(2)紛 争当事国の主張

小委員会は,]976年3月16～18日,6月28日 ～7月r日 及び7月26～30日 に開催

され,郵 送手続によりその報告の結論を出 した。23)小委員会において主な争点に

ついて当事国が行った主張は,次頁以降に掲げる表2及 び表3に 示す通りである。.

なお,小 委員会の審理の様子は次のようであると報告されている。24)まず,

小委員会の委員が部屋の前のテーブルに座 る。紛争当事国の代表は,両 脇のテ

ーブルにそれぞれ座る。 そして傍聴者は,後 方の壁 にそって座る。紛争当事国

の代表は,そ れぞれの立場について注意深 く準備 されたそれぞれの見解を主張

21)委 員 長L
.J.Mariadason(在 ジュ ネ ー ブ ・ス リラ ンカ 常駐 代 表 部 参 事 官),委 員

W.Falconer(ニ ュ ー ジー ラ ン ド通 産 省 通 商 政 策 局 長),F.Forte(ト リノ大 学 財

政 学 教 授),T.Gabrielsson(在 ベ ル ギ ー ・ス ウ ェ ー デ ン大使 館 ・ECス ウ ェ ー デ

ン代 表 部 参 事 官)及 びA.R.Prest(ロ ン ドン ・ス ク ー ル ・オ ブ ・エ コ ノ ミッ クス

公 共 部 門 経 済 学 教 授)。GATT,8ωprαnote17,at115;GATT,UnitedStates

TaxLegislation(DISC),GATTDoc.L/4422(Nov.2,1976)rεpr`η 孟θ(1`π

BISD23S/98(1977).
22)Jackson

,s砿prenote9,at762-63.
23)GATT

,sμprαnote17,at115;GATT,sωprαnote21,at99.
24)R .HuDEc,THEGATTLEGALSYsTEMandWoR上DTRADEDIPLoMAcY

77(1975).
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表2 DISC25}

主な争点 ECの 主 張 米 国 の 主 張

一般協定 DISCは,第16条 第4項 及 び1960 DISCは,第16条 第4項 の意 味に

第16条 年11月19日 の宣言 に反す る。例 示表 おける補助金で はない。例示表 は,

第4項 (c)項 及 び(d)項 は,輸 出に関する 税の繰延べ,外 国源泉所得の課税をー

.直接税 の免除又は軽減を補出金であ 掲げてお らず,DISCを 包摂 しない。

るとす る。無期 限の税の繰延べは免 DISCに よ り得 られ る利益 の継 続性

除に等 しく,DISCは そのよ うな繰 は不確実で あり,税 の軽減又 は免除

延べを認めて いる。 との類似性 は否定 され る。

会社間価 D正SCは 有利 さは,独 立当事者間 DI$Cに より,米 国の会社 間価格

格 ル ール 価格 によ らず,4%及 び50%ル ール ルールが輸 出に関す る他国の ルール

によりDISCに 帰属 させることので と調和の とれる ものとな った。欧州

きる利益 の割合 による もので ある。 の多 くの国では,DISCと 同等又は
一層有利 な扱 いがな されて いる。

二重価格 第]6条 第4項 の適用のために必要 例示表に該当する税慣行 には,二 重

(bi一 とされ る二 重価 格の存在 は,DISC 価 格の推定 があることを認め る。 し

leve1 が例示衷(c)項 及 び(d)項 の免除又 か し該当 しない場合は そのよ うな推

pricing) は軽減 に該当す ることか ら推定 され 定はな く,DISCに 第!6条 第4項 を

る。第16条 第1項 に基 づき,米 国が 適用す るには,EC側 が二 重価 格を証

二重価格 が存在 するか否か について 明 しなければな らないが,EC側 はそ

の情報 を提供 する義務があ る。米国 れを行 っていない。最近 の財務省報

財務省 ・商務省 ・議会 は,DISCに 告 は,国内経済の収益率よ りも,DISC

よ り輸 出が増 大 したことを確認 して と親会社の合計利益の方が大きいこ

いる。DISCが 輸出価格 に影響 しな とを示 しているが,こ れは,企 業が

か った とされるのな ら,い か にして 輸出価格 を減少 しよ うとす るよ りも,

その よ うな輸 出の増 大が生 じたのか 価格を維持し輸出を増大して利益を

疑問で ある。 極大化 していることを示 して いる。

為替相場の変動並びに経済活動及び

世界貿易の一般的拡大が米国の輸出

増大の原因である。

一般 協定 DISCは 第16条 第4項 に反す るの 一般協定の単なる形式的な違反は

第23条 で,無 効 化及 び侵害が一応(prima 第23条 の援用の根拠 としては十分で

第2項 facie)存 在 す る と され る。 ウル グ ァ はな く,ECの 求める無効化又は侵害

利益の無 イ事件が この主 張の根拠 とな る。 の認定 には損害 の証明を必要 とす る。

効化又は DISCは 第16条 第4項 違反で はない

侵害 ので,違 反によ らない無効化又は侵

害 とな る可 能性 しか残 されないが,
・ECは 損害 を証明 してお らず

,DISC

が一般協定に基づく利益を無効化又

は侵害 した ことを示 していな い。



ガ ッ ト紛争処理手続 の実際 167

表3 フ ラ ン ス の 税 制26〕

主な争点 米 国 の 主 張 フ ラ ン ス の 主 張
_」 一

国外利益 フランスは,課 税属地主義 により 属地主義 は,輸 出奨励 のための特

の課税 に .国外支店又は国外販売子会社の輸出 別なル ールで はな い。国家の財政主

対する属 販売所得 に課税 しな い。 これは輸 出 権を尊重す る考え方の一部をなす も

地主義の に関する直接税の軽減又は免除とな のであ り,免 除 によりこ二重 課税 の回

効果 り,第16条 第4項 に反 す る。 避 が可 能になる。国外施設,支 店 又

(フ ラ ンスの主 張 に対 す る コ メ ン ト は子会 社がフ ランスの課税対象 とさ

と して)属 地主義に従 う諸国の意図 れないのは,そ の活動が フランス国

では な く,その効果が問題 とされ る。 内の活動と完全に分離される場合の

みで あり,こ れ により輸出企業 は利

益を受 けない。

国外配当 フ ランス会社が国外子会社の利益 米国は,各 論的議論を行 うことに

の課税 に を配 当の形 で回収 して も,そ の95% よりフラ ンス税制の基礎 とする原則

対する属 一が課税所得か ら控除 され ,残 りも通 を批判 して いる。子会社は通常 の外

地主義の 常経費 と して控除 され,配 当は非課 国 による課税 に服 し,多 くの場 合,

効果 税 とされ る。これ は,恒久的な税の免 送金 に際 して付加的 な徴税があ る。

除で ある。

会社間価 フ ラ ンス 税 務 当 局 は,フ ラ ンス と 独立当事者間価格原則が基本であ

格 ル ール 国外関連企業の会社間価格ルールを るが,マ ーケ ッテ ィ ング ・プ ロセ ス全

調整す ることができ,こ れは間接的 体が考慮される。販売会社が損失を

な利益の国外移転の効果を持ち得 る。 出 して いるときに,製 造会 社が利 益

輸出の増大及び海外競争条件に関連 を出す のは異 常であ り,そ の場合の

する場合には,独立当事者間価格原 原価販 売は通 常の経営判断であ り,

則を緩め ることができる旨の通達が 利益の移転 ではない。通達は問題の

存在 す る。 存在を指摘す る ものであ り,脱 税 の

目的の ための移転 とは関係ない。

二重価格 DISC小 委員会がDISCに よ り規 フ ランスの税制は第16条 第1,4

定される税の繰延べを輸出価格を低 項 に反 するよ うな補助金ではない。

下 させ る もの と認定 するのな ら,フ 米国 によ り批評 された規定 は,い ず

ラ ンス税 制小委員会 もフランス国内 れ も第16条 の意味 における二重価格

の輸出業者の輸出販売価格に対する を導 くおそれはない。

税の免除は一層輸出価格 を低下 させ,
一層 明確 に第16条 第4項 により禁止

され ると認定 すべ きであ る。

一 般協定 フランスの税制ほ第16条 第4項 に フランスの 税制はガ ッ トに反す る

第23条 より禁止されている補助金を構成す ものではな く・,無効化又は侵害が 一
第2項
利益の無
効化又は

るものであ り,一 般協定 に基づ く米

国の利益の無効化又は侵害が一応存

応存 在す る場合で はない。

・侵 害 在す る。

す る。事実関係及び論議を明確にするために,小 委員会の委員長及び委員が質

問 を行 う。
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上記の表2及 び表3で 見 られるように,紛 争当事国は,そ れぞれの権利義務

を簡題とし,相 手方の一般協定違反を主張 している。そ してその主張は法的に

構成された議論により行われている。このことは,小 委員会手続が,紛 争を法

的に解決しようとする当事国同士が法的論争を行 う公的な場を提供することを

意味するものである。

〔3)小 委員会の判断

小委員会手続では,紛 争 当事国の主張に続き,小 委員会による報告あ作成

が 行われ る。 まず,小 委員会により報告案が作成され,そ れについて各紛争

当事国 と小委員会の協議が行われ,当 事国め反応が探 られる。この段階で申立

の取下げ(欝 難 ～編>27'又 は当軸 間の和解(特 嚇 ≠>28'が 行

われると,原 則として小委員会はその旨を記 した簡単な報告を理事会に提出す

るだけである。さもなければ,小 委員会は,通 常,紛 争の事実関係に係る認定,

当事国の主張,一 般協定の適用に係る認定及び小委員会の勧告を記 した最終的

な報告を作成 し,理 事会へ提出す る。

輸出所得税制に関するEC・ 米国間の紛争にっいては,最 終的な報告が作成

され,]976年H月 に理事会へ提出された。ヨ9)そこでは,米 国のDISC並 びにフラ

ンス,ベ ルギー及びオ ランダの税制は,い ずれも一般協定第16条 第4項 の義務

25)GATT
,s塑rαno七e21,at102-12よ り作 成 。 表 中 の 「1960年11月19日 の 宣 言 」

と は,一 般 協 定 第16条 第4項 の規 定 を実 施 す るた め の 宣言 で あ る。GivingEffectto

theProvisionsofArLicleXVI:4,Declarationof19November1960,

rθρ万繍 εd`ηBISDgS/32(1961).ま た,同 じ く 「例 示 表 」と は,同 日,締 約 国 団

が 採 択 した作 業部 会 報 告 書 に含 ま れて お り,同 項 に よ り禁 止 され る輸 出補 助 金 の 態

様 を 例 示 す る リス トで あ る。ProvisionsofArticleXVL4,ReportAdopted

on19Nove皿ber1960,GATTDoc.L/1381,r¢ ρr6π'θd加BISDgS/185

(1961).小 倉 和 夫 『ゆ れ る国 際 貿 易 体 制』 サ イ マル 出 版会(1972年)60頁 及 び 吉牟

田 勲 「ガ ッ ト第16条 と輸 出 所 得控 除 制 度 の 廃 止 問 題 」 『税 務 弘 報 』 第30巻 第9号

(1982年)107頁 参 照 σ
26)GATT

,8ωprαnote17,at117-25よ り作 成 。 注17)と 同 じ くベ ル ギ ー 及 び オ ラ

ン ダ につ いて は省 略 す る 。

27)GATTAcTlvlTIEsIN1981
,aち43,46(1982).

28)1d【 ,at50.

29)GATT
,sμ ρrenote21,at98;GATT,sωprαnote17,at114;GATT,Income

TaxPracticesMaintainedbyBelgiu皿,GATTDoc.L/4424(Nov,2,1976)

repr薦ed肋BISD23S/127(1977);GATT,InoomeTaxPracticesMain一
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と一致 しない効果を有す る場合があり,従 って一般協定に基づ く利益の無効化

又は侵害が一応存在す るという結論が出されている。そのような判断の理由は

次のとおりである。

DISCの 立法 目的は米国の輸出増大であり,米 国財務省が認めたように輸出

による利益の増大 とDISCの 恩典は相関関係にあるので,DISCは 輸出補助金

であると考えられるべきである。税の無期限の繰延べは必ず しも免除又は軽減

と等 しいものではない。特 にDISCに は,特 定の場合の繰延べの終了が規定 さ

れている。 しかしDISCに よる繰延べには,税 の延納に通常課せられる利子が

課せ られておらず,そ の範囲内でDISCは1960年 の例示表(c)項 及び(d)項 の

両方またはいずれか一方に包摂される税の部分的免除であるα

フランスの属地主義は,フ ランス国内に起源を有する経済プロセスに属す る

輸出活動の一部をフランスの課税範囲外に置き,輸 出に対 し金銭上の恩典を与

えている。このような税制は,特 定の政策目的によるものでな ぐフランスの租

税原則の付随的結果 として生 じたものであったか もしれないが,輸 出活動に国

内市場における国内活動にはない恩典が与えられるのであるか ら,こ れは輸出

補助金を構成する。諸国のそれぞれ異なる課税措置により,国 内市場における

販売よりも輸出について支払われる税の総額が少なくなる場合,直 接税の部分

的免除があると結論される。従 ってフランスの税制は,1960年 の例示表の(c)

項及び(d)項 の両方又はいずれか一方に包摂される。

次に,一 般協定第16条 第4項 で要求される二重価格の存在については,い ず

れの国の場合についても次のような同一の理由でこれを肯定している。すなわち,

1960年11月19日 の宣言を受諾した締約国は,例 示表に含まれている慣行は二重価

格を生 じると推定され得るものであると判断したのであり,この推定は米国のDISC9

及びフランスの税制の関係する輸出産品について適用され得 る。そ して,経 済

的な見地から,輸 出補助金は,輸 出部門において(a)価 格低下,(b)販 売努力

の増大及び(c)単 位あたりの利益増大の中のいずれか又はその組合せを生 じせ

tainedbytheNetherlands,GATTDoc.L/4425(Nov.2,1976)reρr`η 直θ(∫

`πBISD23S/137(1977).
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しめると推定される。米国の補助金はかなりの ものであり,か つ,広 範な基礎

を有 しているので,ま た,フ ランスはいくつかの輸出部門における重要な供給

国であるので,(a),(b),(c)の うちいずれか1つ が発生する場合,他 の2つ は

必ず しも排除されない。すなわち,米 国のDISC及 びフランスの税制は1960年

の例示表に包摂されるのであるか ら,二 重価格の原因となると推定され,ま た,

それ らにより輸出品の価格低下が生ずることが推定され,か つ,そ の推定は排

除されないとされているのである。このように推定を二回重ねることにより,

二重価格の存在が肯定され,米 国のDISC及 びフランスの税制は,一 般協定第

16条第4項 の義務 と一致 しない効果を生 じる場合があるという結論が出されて

いる。この結論に照 らして,ウ ルグァイ事件以来の先例30)に従い,一 般協定に

基づき他の締約国が期待する権利を有する利益の無効化又は侵害が一応存在す

ると小委員会は認定 したのである。 し

なお,こ の小委員会報告は他の幾つかの点にも触れているが,そ の中で独立

当事者間価格に関するものを付け加えてお く。DISCに ついて,親 会社とDISC

の間の利益の配分が免除される税の大小に影響 し得ること,ま た,フ ランスの

税制では,独 立当事者間価格原則の正式な適用除外があり,そ の範囲で恩典が

増加することが認定されているのである。

以上のように,小 委員会は,紛 争の事実関係にっいて一般協定第16条 第4項

違反を認定 し,同 第23条 第2項 の締約国の利益の無効化又は侵害を肯定 してい

る。前述のように,小 委員会は当事国か ら独立した第三者により構成 される。

また,そ こで扱われる紛争は具体的であり,か つ法的に表現されている。その

ような小委員会がこのような紛争を以上のように法の適用により解決に導 くの

である。一般に,当 事者間の具体的な法的紛争を独立の第三者が法の適用によ

って解決に導 くことを司法作用 と言 う。従 って,こ の小委員会 も司法作用を営

むと考えることができる。言い換えれば,小 委員会手続は紛争の司法的解決の

30)GATT
,UruguayanRecQursetoArticleXXIII,GATTDoc.L/1923(Nov.

16,1962)repr`π 詑d加BISDl1S/95,100(1963).一 般協定の規定の明白な違反

が存在する場合,無 効化又は侵害が一応存在するとされ,そ の不存在の挙証責任が

違反国に課せられるという先例である。
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ための手続である。ただ し,小 委員会の判断それ自体は法的拘束力を有さない。
　 　 　 　 　

それ故,小 委鳥会手続は司法的解決のための手続であって も,司法解決手続(裁

判手続)そ のものではない。 しかし,小 委員会は裁判所ではないにして も,以

上のような当事国の主張の仕方及び小委員会の判断の仕方を考えると,小 委員

会による紛争の処理はかな り裁判に近い公の処理である。そこで,こ のような

小委員会手続は,準 裁判手続であると考えることができる。31}

3.東 京ラウン ド補助金協定

東京ラウンドにおいて交渉 され,1979年4月12日 に作成され,1980年1月1

日に効力が生 じた補助金協定は,「 一定の一次産品以外の産品に対 して輸出補

助金絞 付 してはならない」と規定 し儲 垂),「 附囎 の(・)か ら(1)ま で

に掲げる措置は,輸 出醐 金の例示である」としている(同 第2項).附 属 書 は

「輸出補助金の例示表」と題されており,前 述の1960年 の例示表が現代化 ・拡

張されている。

この補助金協定に関する交渉の中で前述の小委員会報告が討議の対象 とさ

れ,32)「輸出補助金の例示表」には小委員会報告の内容の影響が見受けられる。

その(e)項 には,直 接税の免除,軽 減又は繰延べが掲げられ,繰 延べ も輸出補

助金であることが明示された。同項には注が付されており,注2は 「署名国は,

例えば,適 当な額の利子が徴収される場合には繰延べが輸出補助金に該当しな

いことを認める」と規定 している。 これは,DISCに 関する小委員会報告に従

うものである。従 ってDISCの ような税の繰延べは今後許されない訳であるが,

注2に は続いて,「署名国は,更 に,こ の協定がガット文書L-4422に おいて

提起されている特定の問題について一般協定の締約国団の行 う決定を予断する

ものではないことを認める」とあり,補 助金協定はDISCに 関するガットの判

31)ガ
ッ トの 出版 物 で 小 委 員 会 手 続 をsemi-ludicialと 形 容 して い る も の が あ る。

GATTAcTIvlTIEsIN1981,at6(1982).

32)Kwak。
,㍑ 勉cθ η伽8∫ ・・ 翫P・ ・`s,Pθ ・廟s`bZθ απd片 ・sc・`bed'ゑ π

Aη 吻 ・`・・伽 θσ・・p・・αホθ1πC・加 ・rα κlmp麗Cα 診`・閥 ・ノεんθMTA&めs`dε θS

Oo(♂θ,12LAw&PoL.INT'LBus.677,691(1980).
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断に影響 しないことについての留保がなされている。ただし,米 国は,1979年

6月8日 のECと の秘密の会合においてDISCが(e)項 に反することを認めて

いる。 しかし,米 国はその場でさ'らたDISCの 改正には実際上の困難があるの

で即時改正は可能ではないと主張している。33,注2には,「署名国は,(e)に 規定,

する措置が存在する場合において当該措置を速やかにこの協定に合致 させるこ

とを妨げる大 きな実際上の困難があるときは,一 般協定又はこの協定に基づ く

他の署名国の権利を害す ることなく,当 該措置を妥当な期間内にこめ協定に合

致させ る方法を検討する」という猶予規定が存在する。

さらに注2で は課税上の独立当事者間価格原則を再確認 しており,こ の点に

ついて も小委員会報告に従っている。 しか し,「(e)の 規定は,署 名国が自国

又は他の署名国の企業の外国源泉所得に対する二重課税を防止するための措置

をとることを制限するものではない」としている。 この限 りにおいて外国源泉

所得に課税 しないことも許されるのであり,こ の点については,小 委員会報告

の判断を覆 していると言 うことができるであろう。従 って,フ ランス及び他の

2か 国の税制は,独 立当事者間価格原則の点を除いて,ガ ット上問題がないこ

とになる。なお,注2に は,フ ランス及び他の2か 国の税制に関する小委員会

報告に関する留保はない。

4.理 事会 の対応

小委員会の報告は,大 体の場合,理 事会に提出されると直ちに理事会により

醐 さ れ る(た とえ ば,表1-3,表1-4,表1-5,表1-8,表工一11,表1-14,表1-18,表1-21の 紛争)・ ・4'騨 会 に よ る採

択 は,紛 争当事国を含む締約国の合意 により行われる。申立国の申立に理由が

あると認定 された場合,通 常,小 委員会報告には,た とえば,「 小委員会は,

33)1匠 伽 εθs・ ゾ1979M壱 θ``㎎8・ πD鱈C猷 ωθθπEσ απdσ8Dε`θ9α εθ8,Rθ 一

置θαsθdbッ ひ㎝R識 砂27,1982,U.S.ExpoRTWEEKLY(BNA)No.413,

at647(Aug.3,1982).

34)GATTA㏄1vlT互EsIN1982
,at62(1983);GATTAcTIvlTIEsIN1981,at

43,47(i982);GATTAcTlvlTIEsIN1982,at59(1983);GATT

AcTIvlTIEsIN1983,at39,41,43,46(1984).
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カナダができるだけ早 く既存の購入約束を一般協定に基づ くカナダの義務に合

致させる・とを騨 会醐 告する・とを提案する」351(表1-11の紛争)と いうような

小委員会の勧告案が含まれている。小委員会報告が理事会に採択 されれば,そ

のような勧告が被申立国に対 しなされることになる。

理事会において紛争当事国が同意 しない場合,小 委員会報告が提出と同時に

は採択されないこともある。このEC・ 米国間の紛争がそうであるし,.また一

方当事国が小委員会の付託条項(termsofreference)違 反を争い,報 告が直ち

に採択されなかった・ともある(た とえば,表1-9の紛争)・36・採択に際して,紛 争当事国力・

留保を行う胎(た とえば,表1-8の紛争)や,躰 会の一定の了解(understandi・g)の 下}・

翻 される胎(輪 漁 劉 もある・小委員会糖 が多くの国の反対により

理事会で採択さ嫉 テーク・・一 トされるだけの胎 もある(た とえば,表1-1の紛争)・371

小委員会報告 に勧告案と見 られるものが存在 しない場合 もある。その場合,

理事会・・よる裁定(・uli・g)・81が行われて報告が採択される例がある(偽 懇韓).

このEC・ 米国間の紛争に関する小委員会報告にも勧告案は存在せず,ま た,

後述のような理事会 による了解を条件 として小委員会報告が採択された。

1976年10月 か ら1978年3月 までの間 に6回 にわたり,こ のEC・ 米国間の紛

争に関する小委員会報告が理事会の議題とされたがその採択は行われず,結 局,

問題を将来の理事会の会合まで延期す ることが合意された。39,この後の時期に,,

前述の補助金協定の作成及び発効がある。

1981年11月,米 国,フ ランス,ベ ルギー及びオランダは,一 般協定第16条 第

4項 に包摂される輸出補助金の解釈 について合意に到運 したことを理事会 に通

35)GATT
,Canada-AdministrationoftheFore重gnInvestmentReviewみct,

GATTDoc.L/5504(Feb,7,1984)rθprε π6α況 πBISD30S/140,168(1984).

36)GATTAcTlviTIEsIN1982
,at61(1983).

37)GATTAcTlvlT正Es正N1981
,a亡48(1982).

38)rr裁 定 』 は
,事 実 又 は法 に関 す る争 点 が 存 在 す る場 合 に の み 必要 とさ れ る の に対 し,

締 約 国 団 の 見 地 か ら勧 告 が 問 題 を 満 足 の い く調 整 に導 く場 合 は 常 に勧 告 が適 切 で あ

る と され る。」GATT,3μ ρrαnote30,at99.表1-3の 紛 争 に対 す る裁 定 で は,

被 申 立 国 の一 般 協 定 に 基 づ く義 務 違反 が確 認 され て い る。GATTA6TlvlTIEsIN

1982,at63(1983).

39)Hudec
,sμprαnote8,ati65n.60.
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告 した。 翌12月,理 事 会 は この 合意 を認 め,次 の 了 解 の下 に小 委 員 会 報 告 を採

択 した。401了解 は3つ の 内 容 を有 す る。第1に,輸 出国 の 領 域 外 の 経 済 プ ロ セ ス ・

(輸出品に関連する取引を含む。)は,酬 国の課税対象とす・・とを要さない・と,第 ・・r,課

税上,独 立当箏者間価格原則の遵守が一般協定第16条 第4項 により要求される

こと,第3に,同 項は,外 国源泉所得に対する二重課税を防止するための措置

を禁止するものではないことの3っ である。

この了解により,フ ランス,ベ ルギー及びオランダの属地主義に基づ く税制

は,独 立当事者間価格原則が遵守される限り,一 般協定第16条第4項 に反する

ものではないことが確認され,実 質的に小委員会報告が覆 されたのである。

米国はDISCに ついても同様に小委員会報告が覆されたものとしていたが,

ECは そのようには考えなかった。米国のそのような態度に対して,カ ナダは
φ

1982年4月 に補助金及び相殺措置に関する委員会でこの問題をとり上げ,後 に

ECが カナダに加 っている。41}

さらに1982年5月,ECは,DISC立 法をガットの規定と合致させるため蜜こ遅

滞な く適切な措置をとるよう米国に理事会が勧告することを決定することを要

請 し,理 事会に決定案を提出した。421米国は,次 のような理由で決定案に反対 し

た。1981年12月 の了解は,小 委員会が4か 国の税制を検討 し,そ の結論を出す

にあたり基づいた根拠とは重要な点で異なる。さらに小委員会がその結論の根

拠 とした経済的アプローチと了解の初めの部分の法的解釈は同一ではない。小

委員会は不正確な法的根拠に基づき当該税制を分析 したのであるから,根 本的

な暇疵のある結論を出 している。DISCは,ガ ットに基づ く米国の義務に合致 し

ている。

次の翌6月 の理事会において,ECは,1981年12月 の了解は小委員会がフラ

4σ)GATT
,TaxLegislation,GATTDoc.L/5271(Dec..7-8,1981)rεpr`π`θd

`πBISD28S/114(1982).

41)Bretz
,sμprαnote11,at389;Note,銑 θGA77Q砿 αZヴ`θr'1ムsV「 αε`(漉ッ

αsαrα κS伽dαrdα πd1εs聯 θcεoηD18Cα 屈DISCAε εerηα伽es,16

CoRNELLINT'エ.L.J.469,477(1983).

42)GATTAcTエv工TIEsIN1982
,at65(1983).
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ンス,ベ ルギー及びオランダの税制は第16条第4項 に反するとした根拠を取り

除いたのであり,DISCの みがガットに反 したままであると主張 した。 これに

対 し,米 国は,1981年12月 の決定は4つ の小委員会報告全部に適用され,DISC

の最終的な効果は米国の輸出企業を他国の輸出企業 と同等の立場に置 くことに

あるとした。ECは,DISCは 米国の領域外の輸出活動には適用されないこと

を理由に米国の見解に反対 し,さ らに23億 ドルの損害賠償金を請求 した。431

次の翌7月 の理事会では,ECは 先の決定案を取り下げ,ECの 米国に対す

る関税譲許又は他のガット上の義務を停止す ることを理事会が許可することを

提案する決定案を提出した。ECは,一 般協定第23条 第2項 に規定 されている

報復措置(retaliatorymeasures)の 許可を求めたのである。44}

以上の理事会においては,多 数の国がECの 見解 に賛成 していたが,理 事会

としての特定の決定は行われなかった。 しか し,以 後,米 国の態度に変化が生

じる。

1982年10月,米 国は,同 国政府が議会に対 しDISCの 改正を提案す ることを
　

決 定 した と理 事 会 に通 告 した 。 さ らに1983年3月,そ の よ うな 提 案 が 議会 に対

して な され た こ とを 理 事 会 に通告 した。 しか し,同 じ理 事 会 で,ECは,DISC

によ り生 じた被 害 を査 定 す るため の作 業 部 会 を 設 置 す る こ と を提 案 して い る。451

同年5月 の 理 事 会 で は,米 国 は,同 国 税 法 の大 改正 に よ りDISCを 他 の制 度 に

置 き換 え る こ とを 公 表 した。 しか し,同 年7月 の理 事 会 で は,DISCの 代 替 新

立 法 に つ い て の 具 体 的 な 計 画 が理 事 会 に 示 され て い な い こ と にECは 不 満 を示

した。 さ らに,同 年 ヱ0月の理 事 会 に お いて,ECは 前 述 の作 業 部 会 の付 託 条 項

を提 案 した が,こ の提 案 は採 択 さ れ な か った。1984年7月 の理 事 会 に お いて,

米 国 は,DISCに 代替 す る外 国 販 売 会 社 法(ForeignSalesCorporationAct)

が 同 国 議 会 を通 過 した こ とを通 告 した。 しか し,数 か国 が この法 律 の 内容 に関

す る不 安 を表 明 し,こ の問 題 を再 び取 り上 げ る権 利 を留 保 した。46}

43)Bretz
,sωprαnote11,at390;Note,sωprαnote41,at477・

44)GATTFocusNo .16,at3(1982).
45)GATTAcTIvlTIEsIN1983

,at48(1984).
46)GATTFocusNo .30,a.t1(1984).
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5.米 国法の改正

DISC改 正法案である 「ig83年外国販売会社法」が議会に提出されたのは,

玉983年8月 である。47〕この法案は,両 院協議会において多少の修正を受けた後,

1984年6月27日 に議会を通過 し,同 年7月18日 に大統領の署名により,法 律と
『
して成立 した。481以下,そ の内容を検討する。

同法案は,輸 出所得に関する税制で一般協定に反 しないものを設けることを

目的としている。外国販売会社(ForeignSalesCorporation,以 下FSCと い

う。)を 利用すると,FSCの 外国における経済プロセスに帰属す る所得.(FSC,

とその関連会社の取引が独立当事者間価格によるときはFSCの 課税所得の34

%,ま た後述の特別な会社間価格ルールによるときは,ESC及 び関連会社が輸

出取引から得 る課税所得の17%又 は総収入の1.35%)に ついて,合 衆国による

課税が免除される。なお,FSCか らの関連会社に対する株式配当金については,

100%の 控除が許されている。FSCの 法定要件には,FSCは 米国の関税地域外

の法に基づき設立されなければな らないこと,最 低1人 の米国人ではない取締

役を任命すること,米 国の関税地域外に事務所を有さなければならないことな

どが定められている。つまりFSCは 外国法人でなければならないのであり,

DISCが 内国法人であることと対比される。さらに,こ の法律は,・FSCが 米国

の国外で経営され,か つ,取 引の経済プロセスが米国の国外に存する場合にの

み適用される。国外での経営という条件に合致するためには,FSCは 株主総会

及び取締役会を国外で開催 し,主 たる銀行口座を国外に持たな くてはならない。

取引の経済プ曽セスが米国の国外 に存する場合にのみ適用す ることにより,

FSCを1981年12月 の理事会の了解の最初の部分に合致させようとしていると考

47)H
.R.3810,98thCong.,1stSess,;S,1804,98thCong.,1stSess.,129

CoNG.REc.S11761-66(dailyed.Aug.4,1983).こ の 法 案 よ り 前 に も い く っ

か の 法 案 が 作 成 さ れ て い る 。 そ れ ら に つ い て は,Bretz,sωprαnote11,at390-

91;Note,sμprαnote41,at・487-500を 参 照 の こ と 。

48}NQもe
,F・reZgπSαZθsσ ・・p・rα``・ 船 」AV励ZeS・Zμ``・ π・ ε・ 伽DISσ

Ooπ`roひersツ211SYR.J.INT'LL.&(bM.47,47n.1(1984)・
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えられる。'

FSCと 関連米国会社の間の取引は,独 立当事者間価格 によるか又は特別な会

社間価格ルールによるものとすることができる。後者を選択することにより,

FSCは,FSC及 び関連会社が輸出取引より得 る課税所得の合計の23%か 又は

総収入の1.83%の いずれか大きい方をその所得とすることができる。独立当

事者間価格原則以外の会社間価格ルールを認めることは,1981年12月 の理事会

の了解及び補助金協定附属書注2に 反す るので再びガット違反の問題が生 じる

可能性がある。

お わ り に

輸出所得税制に関するEC・ 米国間の紛争の処理がガットにおける他の多 くの紛

争処理例と最も異なる点は,小 委員会報告がそのまま直ちに理事会で採択されなか

ったことである。 その最大の理 由は,小 委員会報告が税制の根本 的な制度

(特にEC側 のものについては,ガ ット発足よりはるかに前から存在していた基本原則)を 誰 定を2腫 ねる・とにより肯

定 した二重価格の存在 という言わば説得力の小さい理由で一般協定第16条 第4

項に違反す るとしたことにある。 このことについて,こ の紛争は,小 委員会手

続には荷が重過ぎるあであるから,問 題が小委員会手続にはなじまないものと

して,小 委員会は判断を下すことを避けるべきであったという意見 もある。49〕
　

しか し前述のように小委員会手続は準裁判手続なのであり,そ の判断は法的拘

束力を有さないのであるか ら,そ の判断により硬直的な状況は導びかれないの

であ り,従 ってあえて法的判断が出されることにも理由があると考えられるの
　 　

である。というのは,準 裁判手続において紛争当事国が各々の主張を法的に構

成 したものがまとめられ,そ れに対 して法的判断が出され,た とえ理事会で直

ちに採択されなくとも,理 事会におけるその後の審議の出発点 となり,ま た,

紛争当事国間の再協議の出発点となるか らである。司法手続の長所 と外交交渉

の長所の両方が生かされ,そ の ことによりガットのような経済組織には特に必

49)Hudec
,sμprαnote8,at165n.61.
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要な柔軟性とそれに対立す ることもあるルールの安定性との間の調和が図 られ

ることになるだろう。

フランス,ベ ルギー及びオランダの輸出所得税制に対する小委員会の判断が理

事会により実質的に覆されたことも他の紛争処理例とは異なる点である。このこ

とは,小 委員会手続の存在価値に疑問を生 じさせる反面,前 段で述べた理由に

より肯定的に評価することもで きる。

この紛争処理例でもう1つ 他の例と異なるのは,EC側 が報復措置の許可を

要請 し,さ らに損害賠償を要求 しているこζである。理事会において1981年12

月の理事会の了解がDISCを も一般協定に合致するものであるとしたという見

解をとったのは米国だけであるが,5ω小委員会報告が理事会に採択された後に一方

紛争当事国が他の締約国すべての見解と異なる見解をとり続け,一 般殉定の違反

を是正しない場合,報 復措置が考慮されることをこの事例を示 しているのである。

一般協定第23条第2項 の報復措置は殆んど援用されていない中で,こ の事例のも

つ意味は大きい。しか もその後,米 国は本格的に国内法改正に取り組んでいるの

である。このような報復措置が制度上存在する勧告 ・裁定の意味はさらに研究の余

地があろう。

以上,本 稿は,ガ ットの紛争処理手続においては異例な事案を扱った。今後,

より通常な紛争処理例の研究 も必要である。また,こ れか ら益々非関税措置の

削減の具体的実施が問題となるであろうが,そ の際,ガ ッ トの紛争処理手続の

重要性はさらに増加するであろう。また,紛 争処理手続は単 に紛争処理だけで

はなく,ガ ットの法発現形式としてもその役割は大きくなってい く可能性があ

る。ガッ トの個 々のルールについて紛争処理例の先例的価値を研究す る必要が'

出て くるであろう。

50)Bretz
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